
【事前申請】転入届・転居届の操作方法  手続判定～利用者登録編 
事前申請をするには、まず簡単な質問に答える「手続判定」が必要になります。そのあと利用者

登録をしてください。※画面は転入届ですが、転居届の場合も同じような操作になります。 

 

 
1.下にある「次へ進む」を押します。 

 

 

 
２.すべての質問に回答してください。 

わからない質問は「いいえ」を選択してくだ

さい。 

回答が終わったら下にある「次へ進む」を押

します。 

 

 

 
３.「手続き一覧」に表示されている「事前申

請」を押します。 

 

 

４.下にある「次へ進む」を押します。 

 

 

 
５.「利用者の新規登録はこちら」を押しま

す。（登録済の方はログインしてください。） 

 

 

 
６.「個人として登録する」を押します。 

 

 

 



 
７.「利用規約に同意します」にチェックを入

れ、「利用者の登録を開始する」を押します。 

 

 

 
8.メールアドレスを入力し、届いたメールに記

載された認証コードを入力します。 

そのまま氏名などを登録してください。 

これで手続判定と利用者登録が完了しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【事前申請】転入届・転居届の操作方法  事前申請編 
ここから事前申請が始まります。氏名や電話番号については、利用者登録情報が反映されます。 

 

 
1. 下にある「次へ進む」を押します。 

 

 

 
2.引っ越しする方の情報を入力していきます。 

 

 

 
3.「新住所」と「旧住所」はまず郵便番号を入

力して住所を検索してください。 

世帯主がわからない場合は空欄のまま進んで

ください。 

 

 

 

 

 

 
4.「異動日」については、来庁する日にちより

も前の日付を指定してください。未来日での

転居届はできません。 

このページの内容が間違いなければ、「次へ進

む」を押します。 

 

 

 
5.続けて引っ越しする方の詳細情報を入力して

いきます。  

 

 

 
6-1.日本人の場合（転入届のみ） 

「本籍地」「筆頭者」「マイナンバー」「住民票

コード」の項目について、わからない場合は

空欄のまま進んでください。 



 
6-2.外国人の場合（転入届のみ） 

「在留カード番号」は在留カードの右上に記

載のある 12 桁の英数字です。 

「在留期間満了日」は在留カード中央の「就

労制限」の下に記載のある年月日です。 

 

 

 
7. 2 人以上で引っ越す場合は、「異動者（２

人目）を追加しますか？」で「はい」を選択

し、2 人目以降の情報を入力します。 

このページの内容が間違いなければ、「次へ進

む」を押します。 

 

8.申請内容が間違いないかを確認したら、「申

請する」を押します。 

 

 

 
9.申請が完了しました。続けて「来庁予約」か

ら予約もしていただけます。 

下の方に表示されている二次元コードは来庁

時に使用します。スクリーンショットなどで

保存しておくと便利です。 

 

二次元コード再表示の方法 

（マイページへの入り方） 
マイページに入って、事前申請完了時に表示

される二次元コードを確認する方法です。 

 
1.ホーム画面からログインします。（ログイン

ができていればそれ以外の画面でも構いませ

ん。） 

ログインした状態になると、画面の右上に登

録した名前が表示されるので、その名前を押

します。 

 

 

 

 
2.「マイページ」に入ることができます。 

「利用者メニュー」の「申請履歴一覧・検

索」から事前申請を選択し、

「二次元コードを表示する」を選択します。 

 

 


